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令和７年度 第２回 八潮市子ども・子育て支援審議会 会議録 

会議名 令和７年度 第２回 八潮市子ども・子育て支援審議会 

日 時 令和７年１０月１６日(木) １４時００分～１５時３０分 

場 所 八潮市役所 １階 作業優先会議室 

出席者 １３名中７名参加により会議成立 

傍聴者 ０名 

 

次 第 

 

１ 開 会 

２ 議 事  （１）学童保育所の開所時間の延長及び学童保育料の見直しについて 

         （教育総務課） 

 （２）保育所待機児童対策について 

    （子育て支援課） 

 （３）令和８年度認可保育所等の利用定員の設定について 

    （子育て支援課） 

３ その他 

４ 閉 会 
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議  事  の  経  過 

発 言 者 議 題 ・発 言 内 容 ・決 定 事 項 

事務局 

 

 

 

委員 

 

事務局 

 

委員 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

事務局 

 

 

委員 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

（１）学童保育所の開所時間の延長及び学童保育料の見直しについて 

説明 

 

【質疑】 

直営で実施している学童保育所の職員は、公務員の方になりますか。 

 

会計年度職員で、公務員になります。 

 

直営の学童保育所が民間委託での運営に変わる場合は働いていた職員

はどうなりますか。 

 

直営の学童保育所で働いている職員は、会計年度職員といって、１年ご

とに雇用の契約をしている職員になります。平均年齢も概ね５９歳で、

体に不調がある方もおり、こうした方にもお願いして続けてもらって

いる状況にあります。 

一方で、今まで働いていた方から継続して働きたいと申出があった場

合には、可能な対応を検討したいと考えています。 

 

公設公営の施設を民間委託することによりどのように変わるのです

か。 

 

業務委託の場合、建物の管理を市で実施し、運営の方を民間事業者にや

ってもらう方法になります。 

 

指定管理者制度で実施しているところもあるが、それとはどう違いま

すか。 

 

業務委託は、運営のみを委託する方法で、指定管理者制度は、運営だけ

でなく、施設の管理も委託する方法になります。 
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委員 

 

 

事務局 

 

 

 

 

委員 

 

事務局 

 

 

 

委員 

 

事務局 

 

委員 

 

事務局 

 

 

委員 

 

 

委員 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後、公設公営から業務委託もしくは指定管理者制度にすべて移行す

るようなプランはあるのでしょうか。 

 

公設公営の学童保育所を維持する中で、保育時間の延長等、新しいこと

に対応する上で、公設公営での運営は大変難しいという状況もあり、 

必然的に業務委託、指定管理者制度の方法を検討する必要性が生じて

います。 

 

学童保育所のニーズとしては駅周辺が多いですか。 

 

学校の生徒数が多ければ、その学校の学童に行く子どもが多いため、例

えば駅周辺にある大瀬小、潮止小は生徒数が多いので、その分ニーズも

あるものと考えます。 

 

小学校が新設されますが、そこでの学童の人数は何人になりますか。 

 

８０人を定員の予定としています。 

 

今回、整備することで、待機児童は解消されそうですか。 

 

令和７年４月１日時点での待機児童数が７８名です。今現在、待機児童

の解消に向けた準備を進めているところになります。 

 

利用者のニーズを考えると、時間は１９時で、学童保育料は 1,500 円

の値上げがちょうどいいのではないか考えます。 

 

自分が利用している限りでは、開所時間に何も違和感はなかったし、保

育料も 9,000円でよいと思っていました。 

 

開所時間は１９時３０分ではなく、１９時まででよいのではないかと

いう意見、また、保育料について、9,000円でよいのではという意見が

ありました。 

私の考えた折衷案としては、開所時間が１９時までで、保育料は 9,500

円が妥当ではないかと考えます。 
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事務局 

 

 

 

 

事務局 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

委員 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

（２）保育所待機児童対策について（一部変更）について説明 

 

【質疑】 

特になし 

 

（３）令和８年度認可保育所等の利用定員の設定について説明 

 

【質疑】 

建設現場の状況が年々大きく変化しており、保育所を建設するにも、今

までよりも工期を長く見込む必要があります。今回、議題２で新設園の

建設が遅延することにより待機児童対策に影響がでると思われます

が、令和８年４月１日時点で予測している待機児童はどうなりそうで

すか。 

 

新設園を建設することで、待機児童数の解消を図っておりますが、 

議題２で挙げましたように、新設園の開設時期が遅れることもありま

すので、今の時点では予測がつかないものといえます。 

 

令和７年４月１日時点で、１歳の待機児童が多かった要因について 

何かありますか。 

 

以前、０歳児までの待機児童が多かったのですが、０歳児までの育休制

度が充実したことにより、子どもが１歳児になってから、職場へ復帰さ

れる方が増えており、それが要因ではないかと考えております。 

１歳児の待機児童につきましては、定員の弾力等によって対応してい

るところであります。 

 

草加市等では、小規模園が複数あり、３歳児の待機が発生することがあ

るが、八潮市ではどうですか。 

 

令和７年４月１日時点で、３歳児の待機児童はありませんでした。 

また、３歳児の枠が２歳児の枠よりも少ないことがありましたので、 

今回、新設園を建設することで、年齢が上がる毎に定員が増えるように

対策をしております。 
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委員 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議題２での新設園の開園が６月１日となることは、保育所等にこれか

ら応募する方々はわかっているのですか。 

 

１０月７日より、令和８年４月からの入所申請についてまとめている

「保育のしおり」というものを配布しております。 

また、市ホームページにどこの園が何歳児何枠空いているかの情報も

掲載しております。 

議題２にあがりました新設園につきましては、以前より４月の開園が

難しいというご相談を受けておりました。 

そのため、今現在、市として新園の情報を載せていない状況です。 

新園の開所のお知らせにつきましては、今後、事業者と相談のうえ、決

定次第、市ホームページにて周知をさせていただきます。（※１１月よ

り、市ホームページにて、令和８年６月開所予定の旨、掲載し周知して

おります。） 

 

 


